
新しいまちづくり特集 新しいまちづくり

1.　はじめに

都市を取り巻く環境が大きく変化していくな
か，持続的な都市経営を果たしていくためには，
地域固有の資源を十分に利活用し，新たな価値の
創造やイノベーションを創出していくことが重要
です。そのためには多様な人々が集い，交流し，
活動を行う空間資産と，マネジメントなどのオペ
レーティングシステムが不可欠と考えています。

国土交通省では令和 2 年度に都市再生特別措置
法を改正（以下，「改正法」という）し，官民の
パブリック空間（街路，公園，広場，民間空地等）
をウォーカブルな人中心の空間へ転換・先導し，
民間投資と共鳴しながら「居心地が良く歩きたく
なるまちなか」を形成することで，多様な人々の
出会い・交流を通じたイノベーションの創出や人
間中心の豊かな生活の実現に向けた施策を推進し
ています。そして，まちの魅力・磁力・国際競争
力の向上が内外の多様な人材，関係人口を更に惹
きつけ，新たな価値創造や地域課題の解決につな
げていく好循環サイクルの構築を目指しています。

本稿では「居心地が良く歩きたくなるまちなか」
形成に向けたウォーカブル施策とともに，官民連
携によるエリアマネジメント等を支援する制度に
ついて紹介します。

2.　�「居心地が良く歩きたくなる」�
まちなかづくり

重厚長大型産業から知識集約型産業へ移行する
なか，これまで以上に人と人との交流によってし
か生み出され得ないアイデアや暗黙知といったも
のの価値が高まっています。そのために求められ
る空間とは何かを考えた際に，国土交通省では
Walkable，Eye level，Diversity，Open と い う
キーワードに着目しました。

居心地が良い，人中心の空間を創ると，まちに
出かけたくなる，歩きたくなる（Walkable），歩
行者目線の 1 階部分等に店舗やラボがあり，ガラ
ス張りで中が見えると人は歩いて楽しくなる

（Eye level），多様な人々の多様な交流は，空間
の 多 様 な 用 途， 使 い 方 の 共 存 か ら 生 ま れ る

（Diversity），歩道や公園に，芝生やカフェ，椅
子があると，そこに居たくなる，留まりたくなる

（Open），そうしたまちなかづくり（WE DO）を
進めていきたいと考えています（図－ 1，2）。

このため，市町村が作成するまちづくり計画
（都市再生整備計画）に，官民一体となって交流・
滞在空間を創出する取組を位置付けており，こう
した取組について法律・予算・税制のパッケージ
による支援を行うことで，集中的な推進を図って
います。例えば，まちづくり計画に「居心地が良
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官民連携による居心地が良く
歩きたくなるまちなかづくり

26 建設マネジメント技術　　2023 年 2 月号

建マネ2302_05_特集_4_四.indd   26建マネ2302_05_特集_4_四.indd   26 2023/02/02   10:112023/02/02   10:11



特集新しいまちづくり新しいまちづくり

く歩きたくなる」まちなかづくりに取り組む区域
（滞在快適性等向上区域）を設定し，以下の法律
上の特例措置等を講じています。
①　官民一体で取り組む一体型滞在快適性等向上

事業の創設
②　民間事業者が公園内でカフェ，売店等を設置

するための協定制度の創設
③　まちなかエリアにおける駐車場出入口規制等

の導入
④　都市再生推進法人による道路・公園の占用手

続等の申請における経由事務の創設
また，後述する都市再生推進法人は，ウォーカ

ブルなまちなかづくりに不可欠なエリアマネジメ
ント活動の重要な担い手となっています。改正法

では，官民連携の取組と民主導による市民目線・
使う側目線に立ったまちづくりに向けて，エリア
マネジメント活動を都市再生推進法人の業務とし
て明確に位置付け，都市再生推進法人によるウォ
ーカブルなまちなかづくりに向けたエリアマネジ
メント活動の一層の推進を図っています。

さらに，官民一体となって交流・滞在空間を創
出する取組を予算面でも税制面でも支援していま
す。予算面では，官民の関係者によるまちづくり
ビジョンの策定とそれに基づく取組や，市町村に
よる車道の広場化などの空間整備に対する支援を
行っています。税制面では，民間事業者が民地を
居心地の良い交流・滞在空間として整備等した場
合に固定資産税等の軽減措置を講じています（図
－ 3）。

改正法と合わせて，都市局では，「居心地が良
く歩きたくなるまちなか」づくりに賛同する地方
公共団体に対しウォーカブル推進都市として登録
する呼びかけを行っています。ウォーカブル推進
都市には，これまでに 338 団体からの賛同があり
ました。さらに，ウォーカブルなまちなかづくり
の取組を具体的に進めている，「居心地が良く歩
きたくなる」まちなかづくりに取り組む区域をま
ちづくり計画に実際に位置付けた市区町村は，73
都市を数えています（いずれも令和 4 年 12 月末
現在）。

図－ 1　居心地が良く歩きたくなるまちなかのイメージ

図－ 2　ウォーカブル施策による好循環サイクル
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3.　�まちづくりの担い手となる�
都市再生推進法人

ウォーカブルなまちづくりは魅力的な空間形成
だけでは実現せず，エリア内の多様なアクティビ
ティを創出していく仕掛けやマネジメント活動な
ども重要であり，それらを担う主体の存在は欠か
せません。

国土交通省では，都市再生推進法人にその役割
を期待しています。都市再生推進法人はまちづく
りに関する豊富なノウハウ等を有し，運営体制等
が整っている優良なまちづくり団体に対して，都
市再生特別措置法に基づき市町村長が指定する法
人です。具体的には，公共空間や民間空地の活
用，公共施設の管理・運営など，エリアの課題解

決や魅力向上に向けた取組を実施しています（図
－ 4）。

制度創設から着実に指定団体は増加し，現在は
規模や性格の異なる 105 団体が全国各地で活動し
ています（令和 4 年 10 月末現在）。今後も柔軟な
視点と発想から効果的に都市再生推進法人制度が
活用されることを期待しています（図－ 5）。

4.　�官民連携まちづくりを支援する�
国の制度

さらに，国土交通省では，公共空間を活用して
にぎわいのあるまちづくりに取り組むための規制
緩和の特例，協定やまちづくりに取り組む団体を
行政が指定する仕組み等，行政と連携したまちづ
くりを支援する各種協定制度を用意しています。

図－ 3　居心地が良く歩きたくなるまちなかへの支援施策

図－ 4　都市再生推進法人制度の概要
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例えば，エリアマネジメントの初動期において
は，「官民連携まちなか再生推進事業」（図－ 6）
の活用により，ビジョン策定・体制構築・ノウハ
ウ獲得・社会実験などに対する支援を受けること
ができます。エリアマネジメントの組織・役割分
担・事業内容・活動場所などを整えた上で，必要
事項を「都市再生整備計画」に位置付けることに
より，まちなかウォーカブル推進事業やウォーカ

ブル推進税制，各種協定制度や占用等特例制度な
ど多くの支援制度を活用することが可能となりま
す。

また，令和 4 年度創設の「エリア価値向上整備
事業」の活用により，官民の既存ストックを利活
用した社会実験や交流空間整備などに対する支援
の充実化も図りました（図－ 7）。

図－ 5　都市再生推進法人の指定状況

図－ 6　官民連携まちなか再生推進事業の概要
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5.　おわりに

官民連携まちづくり，ウォーカブルなまちづく
りの推進にあたっては，地方公共団体，民間事業
者，住民の方々など多くの関係者の連携が不可欠
です。改正法や関係施策に基づいて，多様な人々
が交流・滞在できるゆとりとにぎわいのある空間

の創出など，都市の魅力を高めるエリア価値の向
上に向けた取組が各地域で進められるよう，引き
続き国土交通省としても意欲的に取り組んでまい
ります。

また，各地域の取組への参考となるよう，本稿
で紹介した制度の概要や実践事例，実務者向けの
手引きなどを，ポータルサイトなどで公開してお
りますのでご活用いただければ幸いです（図－ 8）。

図－ 7　都市再生特別措置法等に基づく各種制度の全体像

図－ 8　官民連携まちづくりのポータルサイト
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